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〔会社の税務 よろず相談室�〕
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贈与税の改正について

�　平成27年１月１日以降の贈与税の課税制度の
概要について教えてください。
�　贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相
続時精算課税」があり、一定の要件に該当する
場合に、「相続時精算課税」を選択することがで
きます。

　　平成25年度税制改正において、税率構造や相
続時精算課税の適用要件が平成27年１月１日以
降に贈与により取得する財産に係る贈与税から
変わります。
�　「暦年課税」

　暦年課税は、受贈者がその年１年間（１月１日
～12月31日）に贈与を受けた財産の合計額を基に

贈与税額を計算するもので、贈与を受けた財産の
価額の合計額（課税価格）から基礎控除額110万円
を差し引いた残額について、下記の速算表により
計算します。
　贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年
の２月１日から３月15日までにしなければなりま
せん。（表①）
�　「相続時精算課税」

　この制度は、「暦年課税」に代えて、贈与時には
この制度に係る贈与税額（特別控除額：累積2,500
万円、税率一律20％）を納付し、その後、その贈
与者の相続開始時には、この制度を適用した受贈
財産の価額と相続または遺贈により取得した財産
の価額の合計額を課税価格として計算した相続税
額から、既に納付したこの制度の贈与税額を控除
した金額を納付する（あるいは還付を受ける）こ
とにより、贈与税・相続税を通じた納税をするこ
とができるものです。
１　適用対象者
　贈与者及び受贈者についてそれぞれ一定の
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要件があります。
（1）贈与者（父母又は祖父母）
　贈与をした年の１月１日において60歳以上
（現行：65歳以上）である者
（2）受贈者
　贈与者の子である推定相続人及び孫のうち、
贈与を受けた年の１月１日において20歳以上の
者（現行：贈与者の推定相続人で20歳以上の者）
２　適用対象となる財産等
　贈与財産の種類（贈与によって取得したもの
とみなされる財産を含む）、贈与財産の価額（金
額）並びに贈与回数に関する制限はありません。

３　適用手続き
　受贈者は、贈与を受けた年の翌年２月１日か
ら３月15日までの間に以下の書類を贈与税の申
告書（第一表及び第二表）に添付して納税地の
所轄税務署長に提出します。

①　相続時精算課税選択届出書（贈与者ご
とに作成）

②　受贈者の戸籍謄本等一定の書類
　受贈者は、贈与者ごとに相続時精算課税を
選択できますが、いったん選択すると選択し
た年以後その贈与者が亡くなるまで継続して
適用され、暦年課税に変更することはできま
せんので注意が必要です。

�　計算事例（平成27年１月１日以降贈与）

　受贈者　子（25歳）
　贈与者　父（62歳）１年目　1,000万円、
　　　　　　　　　　２年目　1,000万円、
　　　　　　　　　　３年目　1,000万円
　　　　　　　　　相続時精算制度を選択。
　　　　　母（61歳）１年目　　400万円
　　　　　　　　　相続時精算課税は選択しない。

（税制委員会：赤羽総一郎、青木稔、藤澤利幸

グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）


